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説

は
じ
め
に

論

手
形
が
、
原
因
債
務
・
債
権
の
当
事
者
間
で
、
そ
の
支
払
の
た
め
に
な
ω
E
E
m
m
yと
宮
こ
授
受
さ
れ
た
場
合
、
原
因
債
権
者
が
手
形
債

権
を
行
使
す
る
と
き
に
、
手
形
債
務
者
は
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
を
人
的
抗
弁
と
し
て
そ
の
支
払
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
問

題
を
単
純
化
す
る
た
め
に
、
約
束
手
形
の
受
取
人
が
振
出
人
に
対
し
て
、
為
替
手
形
の
振
出
人
が
引
受
人
に
対
し
て
手
形
債
権
を
行
使
す
る

場
合
を
念
頭
に
お
い
て
論
じ
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
手
形
の
主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
手
形
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
で
あ
る
満
期
か
ら
三
年

(
手
七

O
条
一
項
・
七
七
条
一
項
八
号
)
よ
り
も
短
期
の
消
滅
時
効
に
か
か
る
債
権
(
民
一
七
二
条

1
一
七
四
条
な
ど
)
を
原
因
債
権
と
す

る
場
合
を
主
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
手
形
債
権
と
原
因
債
権
の
時
効
中
断
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
も
よ
る
が
、
手
形

債
権
の
み
が
時
効
中
断
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
れ
ば
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
聞
が
五
年
(
商
五
二
二
条
)
一

O
年
(
民
一
六
七
条
一

項
)
で
あ
っ
て
も
、
理
論
的
に
は
同
様
の
問
題
が
生
ず
る
。
被
裏
書
人
が
直
接
の
裏
書
人
に
対
し
て
手
形
遡
求
権
を
行
使
す
る
場
合
、
そ
の

(
手
七

O
条
二
項
・
三
項
・
七
七
条
一
項
八
号
)
理
論
的
に
は
、
主
た
る
手
形
債
務
者
に
対
し
て
、
約

遡
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
は
短
い
が

束
手
形
の
受
取
人
、
為
替
手
形
の
振
出
人
が
手
形
債
権
を
行
使
す
る
と
き
と
全
く
同
一
に
扱
っ
て
よ
い
。

手
形
が
、
原
因
債
務
の
支
払
に
代
え

(
N
阿
佐
宮
ロ
宮
田
E
口
)
授
受
さ
れ
た
と
き
は
、
原
因
債
務
は
授
受
の
時
に
消
滅
し
て
い
る
か
ら
、
原
因

債
権
の
時
効
消
滅
が
手
形
債
権
行
使
に
対
す
る
人
的
抗
弁
と
な
る
か
否
か
は
、
考
慮
す
る
余
地
が
な
い
。
原
因
債
務
の
担
保
の
た
め
に
(
包
a

n
v
qロロ
m
g
-
Z吋
)
手
形
が
授
受
さ
れ
た
と
き
は
、
担
保
の
附
従
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
か
か
る
と
い
え
よ
う
が
(
後
述
、
三
川
参
照
)

こ
こ
で
は
、
よ
り
一
般
的
な
原
因
債
務
の
支
払
の
た
め
に
手
形
が
授
受
さ
れ
た
場
合
を
中
心
に
考
察
す
る
。
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最
高
裁
判
所
判
例
の
立
場
と
そ
の
検
討

原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

最
高
裁
判
所
は
、
昭
和
四
三
年
一
二
月
一
二
日
の
判
決
(
以
下
、
昭
和
四
三
年
判
決
と
い
う
)
で
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
原
因
関
係

の
当
事
者
間
で
は
人
的
抗
弁
と
な
り
、
手
形
金
の
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
。

次
で
、
昭
和
五
三
年
一
月
二
三
日
の
判
決
(
以
下
、
昭
和
五
三
年
判
決
と
い
う
)
は
、
手
形
の
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
な
い
聞

に
、
手
形
の
授
受
の
当
事
者
間
で
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
よ
り
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
は
右

支
払
命
令
確
定
の
時
か
ら
一

O
年
と
な
る
、
と
判
示
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
が
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
送
達

前
に
完
成
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
手
形
は
そ
の
授
受
の
当
事
者
間
で
は
原
因
関
係
に
対
す
る
手
段
で
あ
り
、
手
形
債
権
者
が
右
手

段
を
行
使
し
て
支
払
命
令
を
申
し
立
て
、
そ
の
確
定
を
得
て
手
形
債
権
の
時
効
を
中
断
し
、
更
に
、
民
法
一
七
四
条
ノ
ニ
第
一
項
に
よ
っ
て

そ
の
時
効
期
聞
が
延
長
さ
れ
た
の
に
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
に
つ
い
て
訴
を
提
起
す
る
な
ど
の
方
法
を
講
じ
て
そ
の
時
効
を
中
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
、
手
形
債
権
者
の
通
常
の
期
待
に
著
し
く
反
す
る
結
果
と
な
る
、
と
い
う
い
わ
ば
実
質
的
な
い
し
実
際

的
理
由
を
あ
げ
る
。
こ
の
判
示
を
一
般
化
す
れ
ば
、
手
形
債
権
が
判
決
ま
た
は
裁
判
上
の
和
解
、
調
停
そ
の
他
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を

有
す
る
も
の
に
よ
っ
て
確
定
す
る
と
、
民
法
一
七
四
条
ノ
二
第
一
項
に
よ
っ
て
手
形
債
権
の
時
効
期
間
は
確
定
の
時
か
ら
一

O
年
に
延
長
さ

れ
る
が
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
も
こ
れ
に
応
じ
て
そ
の
時
か
ら
一

O
年
に
変
ず
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
原
因
債
権

者
が
手
形
債
権
に
つ
き
わ
ざ
わ
ざ
訴
を
提
起
す
る
な
ど
し
て
、
確
定
判
決
ま
た
は
そ
れ
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
っ
て
、
手
形
債

権
の
時
効
期
間
を
一

O
年
に
延
長
し
た
と
き
に
(
民
一
七
四
条
ノ
二
第
一
項
)
、
原
因
債
権
の
時
効
期
間
も
そ
れ
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

昭
和
四
三
年
判
決
を
適
用
す
る
こ
と
の
不
都
合
、
す
な
わ
ち
確
定
し
た
手
形
債
権
よ
り
も
先
に
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
が
生
じ
そ
れ
を
抗
弁

と
し
て
手
形
金
の
支
払
い
を
拒
め
る
と
い
う
不
都
合
、
を
除
こ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。
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説

昭
和
五
三
年
判
決
の
結
論
を
是
認
す
る
と
し
て
も
、
昭
和
四
三
年
判
決
を
前
提
と
す
る
と
、
原
因
債
権
者
が
せ
っ
か
く
手
形
債
権
に
つ
き

訴
の
提
起
な
ど
を
し
て
も
、
な
お
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
を
抗
弁
と
さ
れ
る
場
合
が
二
つ
あ
る
。

第
一
は
、
昭
和
五
三
年
判
決
の
事
案
に
即
し
て
い
え
ば
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
対
し
て
、
手
形
債
務
者
が

適
法
に
異
議
を
述
べ
通
常
訴
訟
に
移
行
し
(
民
訴
四
四
二
条
)
、
そ
の
訴
訟
手
続
中
に
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
、
手
形
債
務
者
が
こ

れ
を
援
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
訴
の
提
起
時
ま
で
に
は
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
は
完
成
し
て

論

い
な
か
っ
た
が
、
当
該
訴
訟
の
継
続
中
に
完
成
し
た
場
合
で
あ
る
。

第
二
は
、
昭
和
五
三
年
判
決
の
事
案
に
即
し
て
い
え
ば
、
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
の
送
達
後
、
そ
の
確
定
ま
で
の
間
(
民
訴
四
四

O
条・

四
四
三
条
)
に
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
る
。
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴
訟
に
お
け
る
事
実

審
の
最
終
口
頭
弁
論
終
結
後
、
手
形
債
権
者
勝
訴
の
判
決
の
確
定
ま
で
の
聞
に
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の

場
合
に
は
、
手
形
債
権
に
関
す
る
判
決
が
確
定
し
て
も
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
の
完
成
は
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
の
送
達
後
ま
た
は
事

実
審
の
最
終
口
頭
弁
論
終
結
後
で
あ
る
か
ら
(
民
執
三
五
条
二
項
。
民
訴
旧
五
四
五
条
二
項
・
五
六
一
条
二
項
)
敗
訴
し
た
手
形
債
務
者
川

原
因
債
務
者
が
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
を
事
由
と
し
て
請
求
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な

る。
最
後
に
、
昭
和
六
二
年
一

O
月
一
六
日
の
判
決
(
以
下
、
昭
和
六
二
年
判
決
と
い
う
)
は
、
債
務
の
支
払
の
た
め
に
手
形
の
交
付
を
受
け

た
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
手
形
金
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
に
関
し
て
、
そ
の
訴
え
の
提
起
と
原
因
債
権
の
時
効
中
断
に
つ
い
て
、

昭
和
四
三
年
判
決
を
前
提
と
し
た
う
え
、
昭
和
五
三
年
判
決
に
お
け
る
前
述
の
実
質
的
な
い
し
実
際
的
理
由
を
掲
げ
た
後
、
「
他
方
、
債
務
者

〔
手
形
債
務
者
か
つ
原
因
債
務
者
の
こ
と
H
筆
者
〕
は
、
右
訴
訟
係
属
中
に
完
成
し
た
消
滅
時
効
を
援
用
し
て
手
形
債
務
の
支
払
を
免
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
、
不
合
理
な
結
果
を
生
じ
、
ひ
い
て
は
簡
易
な
金
員
の
決
済
を
目
的
と
す
る
手
形
制
度
の
意
義
を
も
損
な
う
結
果
を
招
来
す

北法38(5-6・II・314)1664



原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
以
上
の
諸
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
前
記
当
事
者
間
〔
債
務
の
支
払
の
た
め
に
手
形
が
授
受
さ
れ
た
当
事
者
聞
を

い
う
H
筆
者
〕
に
お
け
る
手
形
金
請
求
の
訴
え
の
提
起
は
、
時
効
中
断
の
関
係
に
お
い
て
は
、
原
因
債
権
自
体
に
基
づ
く
裁
判
上
の
請
求
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
中
断
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
」
で
あ
る
と
判
示
す
る
。

昭
和
六
二
年
判
決
は
、
先
に
述
べ
た
第
て
第
二
の
場
合
を
埋
め
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的

に
は
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴
え
の
提
起
に
、
裁
判
上
の
請
求
に
準
ず
る
原
因
債
権
の
時
効
中
断
を
認
め
る
か
ら
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
の

訴
え
提
起
後
そ
の
判
決
が
確
定
す
る
時
ま
で
は
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
手
形
債
権
の
判
決
が
確
定
す

れ
ば
、
昭
和
五
三
年
判
決
に
よ
り
、
手
形
債
権
も
原
因
債
権
も
共
に
右
確
定
の
時
か
ら
一

O
年
に
消
滅
時
効
期
間
が
延
長
さ
れ
る
。
昭
和
五

三
年
判
決
が
扱
っ
た
支
払
命
令
に
関
し
て
い
え
ば
、
昭
和
六
二
年
判
決
は
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴
え
の
提
起
に
よ
り
、
原
因
債
権
の
時
効

が
中
断
さ
れ
る
と
す
る
か
ら
、
仮
執
行
宣
言
の
付
か
な
い
単
な
る
支
払
命
令
の
送
達
(
民
訴
四
三
六
条
)
後
に
は
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
は

完
成
し
な
い
こ
と
と
な
る
(
民
訴
四
四
二
条
)
。
し
た
が
っ
て
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
を
抗
弁
と
で
き
る
の
は
、
仮
執
行
宣
言
の
付
か
な
い

単
な
る
支
払
命
令
送
達
前
に
、
時
効
が
完
成
し
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

昭
和
五
六
年
判
決
に
対
す
る
判
例
批
評
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
①
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
の
確
定
あ
る
い
は
判

決
の
確
定
に
よ
っ
て
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
が
一

0
年
間
に
延
長
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
な
根
拠
は
見
出
し
が

た
い
こ
と
、
②
手
形
債
権
と
原
因
債
権
が
併
存
す
る
場
合
、
一
方
の
訴
提
起
、
催
告
等
の
請
求
(
民
一
四
七
条
一
号
)
は
、
他
方
の
時
効
を

中
断
す
る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
③
よ
り
根
本
的
に
は
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
、
手
形
債
権
行
使
に
対
す
る
人

的
抗
弁
事
由
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
を
中
心
に
論
じ
た
。
①
、
②
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
結
論
を
維
持
し
た
く
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
③

の
点
に
つ
い
て
再
論
を
試
み
た
い
。
そ
れ
は
次
の
事
情
に
よ
る
。

③
の
結
論
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
で
あ
る
と
こ
ろ
、
わ
が
国
で
も
昭
和
四
三
年
判
決
の
結
論
に
反
対
し
、
ド
イ
ツ
の
通
説
と
同
じ
く
原
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説

因
債
権
の
消
滅
時
効
の
完
成
は
手
形
債
権
に
対
す
る
人
的
抗
弁
事
由
と
な
ら
な
い
と
解
す
べ
く
、
そ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
民
法
が
消
滅
時
効

の
完
成
に
よ
っ
て
債
務
者
に
履
行
拒
絶
権
を
与
え
る
と
構
成
し

(
m
N
N
N
〉

Z-H∞
の
切
)
、
我
が
民
法
が
消
滅
時
効
の
完
成
に
よ
っ
て
債
権
が

消
滅
す
る
と
構
成
す
る
(
民
一
六
七
条
以
下
)
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
説
は
消
滅
時
効
完

成
の
両
法
の
法
律
構
成
が
異
な
る
こ
と
を
論
拠
に
、
拙
稿
の
③
の
結
果
は
と
り
得
な
い
と
さ
れ
、
わ
ず
か
に
裁
判
官
の
論
文
で
好
意
的
に
紹

介
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
が
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
昭
和
六
二
年
判
決
で
島
谷
裁
判
官
は
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
人
的
抗
弁
事
由
と
は

な
ら
ず
、
昭
和
四
三
年
判
例
は
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
を
前
提
と
し
て
手
形
支
払
義
務
の
不
存
在
を
い
う
上
告

人
の
抗
弁
は
、
時
効
中
断
の
点
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
失
当
で
あ
る
と
す
る
意
見
を
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
意
を
強
く

し
て
、
あ
え
て
③
を
再
論
し
、
そ
の
論
拠
を
敷
街
し
た
く
思
う
次
第
で
あ
る
。

昭
和
四
三
年
判
決
を
前
提
と
し
て
も
、
昭
和
五
三
年
判
決
お
よ
び
昭
和
六
二
年
判
決
の
結
論
を
承
認
す
れ
ば
、
確
か
に
、
原
因
債
権
・
債

務
の
当
事
者
間
で
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
が
あ
っ
て
も
、
原
因
債
権
者
が
時
効
完
成
前
に
手
形
債
権
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
な
ど
の
権

利
行
使
を
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
者
に
不
利
益
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
す
る
と
、
原
因
債
権
者
は
、
昭
和
五
三
年

判
決
お
よ
び
昭
和
六
二
年
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
手
形
債
権
に
よ
っ
て
で
あ
れ
原
因
債
権
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
経
済
的
に
は
同
一
の
給

付
を
得
る
た
め
に
、
原
因
債
権
の
「
時
効
完
成
の
結
果
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
と
、
更
に
原
因
債
権
に
つ
い
て
も
訴
え
を
提
起
す
る
な
ど
し

て
別
途
に
時
効
中
断
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば

A
が
消
滅
時
効
期
間
二
年
の

原
因
債
務
の
支
払
の
た
め
に
、

B
に
対
し
て
約
束
手
形
を
振
出
し
、

B
は
こ
れ
を
C
に、

C
は
D
に
裏
書
し
た
場
合
を
想
定
し
よ
う
。
満
期

に
お
け
る

D
の
手
形
支
払
請
求
に
対
し
、

A
は
資
力
が
な
い
た
め
に
支
払
い
を
拒
絶
し
た
。

D
は
C
に
遡
求
し
た
が
、

D
C
聞
の
原
因
関
係

に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ
た
た
め
、

D
勝
訴
の
判
決
ま
で
に
満
期
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
た
。

C
は、

D
の
提
起
し
た
遡
求
の
訴
を

B
に
告

知
し
て
お
い
た
の
で
(
手
八
六
条
)
、

D
に
遡
求
金
額
を
支
払
っ
た
後
に

B
に
再
遡
求
す
る
。

B
が
そ
れ
に
応
じ
て
、
資
力
の
回
復
し
た

A
に

論
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更
に
手
形
金
(
再
々
遡
求
金
額
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
を
請
求
し
よ
う
と
し
た
時
は
、
手
形
の
満
期
か
ら
は
三
年
内
で
あ
っ
た
が
、
原
因
債

権
の
二
年
の
消
滅
時
効
は
完
成
し
て
い
た
。

右
の
よ
う
な
設
例
で
、

C
ま
た
は

D
が
B
に
遡
求
ま
た
は
再
遡
求
す
る
場
合
、
そ
の
手
形
は
主
た
る
手
形
債
務
者
A
に
対
す
る
手
形
債
権

が
時
効
消
滅
し
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
健
全
な
手
形
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

B
の
地
位
に
着
目
し
た
手
形
取
引
の

安
全
を
考
え
る
な
ら
ば
、

c、
D
が
B
に
遡
求
ま
た
は
再
遡
求
す
る
た
め
に
は
、
「
健
全
な
手
形
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

B
の
A
に
対
す
る

原
因
債
権
も
消
滅
時
効
に
か
か
っ
て
お
ら
ず
保
全
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
か
ね
な
い
。

B
の
原
因
債
権
も
健

全
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
、

c、
D
以
下
の
者
に
と
っ
て
の
手
形
取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
は
論
を
待
た
ず
、
原
因
債
権
と
手
形
債

原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

権
と
を
別
個
の
債
権
と
し
、
手
形
の
第
三
取
得
者
は
前
者
達
間
の
原
因
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
手
形
債
権
を
取
得
で
き
る
と
す
る

条
参
照
)
「
手
形
法
の
法
意
に
も
反
す
る
こ
と
と
な
る
L

で
あ
ろ
う
。

(
手
一
七

右
の
場
合
の

B
が
保
護
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
は
手
形
債
権
行
使
に
対
す
る
人
的
抗
弁
事
由
と
は

な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

(1)
裁
判
集
民
事
九
三
号
五
八
五
頁
・
判
例
時
報
五
四
五
号
七
八
頁
。
こ
の
判
決
に
先
立
っ
て
同
旨
を
判
示
し
た
も
の
と
し
て
、
最
判
昭
和
四
二
・

一
一
・
一
六
が
、
奈
良
次
郎
「
民
事
破
棄
判
決
の
実
情
」
判
例
時
報
五
二

O
号
五
頁
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
同
旨
の
下
級
審
判
例
と
し
て
、
名
古

屋
地
判
昭
和
田
七
・
九
・
二
ハ
判
例
時
報
六
八
九
号
一

O
八
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
五

0
・一

0
・
一
三
・
判
例
時
報
八
二
六
号
九
四
頁
。
た
だ
し
、

後
者
の
大
阪
地
判
は
一
般
論
と
し
て
同
趣
旨
を
い
い
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
間
の
満
了
前
に
、
約
束
手
形
が
期
限
後
裏
書
に
よ
り
譲
渡
さ
れ

た
場
合
、
振
出
人
が
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
を
も
っ
て
手
形
所
持
人
に
対
抗
で
き
る
か
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
否
定
す
る
。
期
限
後

裏
書
は
、
裏
書
当
時
既
に
発
生
し
て
い
る
手
形
債
務
者
の
裏
書
人
に
対
す
る
抗
弁
事
実
に
つ
き
被
裏
書
人
の
善
意
悪
意
を
間
わ
ず
同
人
に
対
抗
で

き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
裏
書
後
に
発
生
し
た
裏
書
人
に
対
す
る
事
由
に
つ
い
て
被
裏
書
人
に
対
し
主
張
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
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説

完
成
し
た
時
効
に
は
遡
及
効
が
あ
る
が
(
民
一
四
四
条
)
そ
れ
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
手
形
の
期
限
後
裏
書
後
に
、
原
因
債

務
の
基
礎
と
な
っ
た
契
約
を
取
消
し
た
と
き
(
民
二
二
条
本
文
参
照
)
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

(2)
民
集
三
二
巻
一
号
一
頁
。

(
3
)
昭
和
五
三
年
判
決
の
事
案
で
は
、
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
の
送
達
前
に
既
に
原
因
債
権
は
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
お
り
、
手
形
債
務
者
は
異

議
を
申
立
て
る
こ
と
な
く
右
支
払
命
令
を
確
定
さ
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
最
判
は
右
支
払
命
令
に
基
づ
く
強
制
執
行
に
対
す
る
請
求
異
議
訴
訟
に

お
い
て
は
、
民
訴
法
五
六
一
条
二
項
(
現
民
執
三
五
条
二
項
後
段
)
に
い
う
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
の
送
達
後
に
異
議
の
原
因
を
生
じ
た
場
合

に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
期
聞
が
一

O
年
に
延
び
る
と
い
う
判
示
は
、
上
告
人
(
手
形
債
務
者

1
原
因
債
務
者
)
が
、

仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
の
送
達
後
に
完
成
し
た
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
を
援
用
す
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)
布
村
重
成
「
手
形
授
受
の
当
事
者
聞
に
お
い
て
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
よ
り
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場
合
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
L

民

事
研
修
二
五
七
号
四
八
頁
、
は
こ
の
点
を
指
摘
さ
れ
る
。

(5)
民
集
四
一
巻
七
号
一
四
九
七
頁
。
本
判
決
の
解
説
、
篠
原
勝
美
「
手
形
金
請
求
の
訴
え
の
提
起
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
の
中
断
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
九

O
一
号
八

O
頁
、
参
照
。

(6)
拙
稿
「
手
形
授
受
の
当
事
者
聞
に
お
い
て
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
よ
り
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場
合
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
L

民
商
法

雑
誌
七
九
巻
六
号
六
二
貰
。

(
7
)
同
旨
、
布
村
・
前
掲
註

(
4
)
四
八
頁
、
山
崎
潮
「
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
そ
の
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
の
抗
弁
の
当
否
」
判
例
タ
イ
ム

ズ
三
九
二
号
二
六
頁
、
谷
川
久
「
手
形
債
権
の
確
定
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
L

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
八
号
一
四
三
頁
、
山
崎
学
「
手
形
授
受
の
当

事
者
聞
に
お
い
て
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
よ
り
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場
合
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
」
法
学
研
究
五
二
巻
七
号
一
一
六

頁。
反
対
に
、
昭
和
五
十
三
年
判
決
の
結
論
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
船
越
隆
司
「
手
形
授
受
の
当
事
者
聞
に
お
け
る
手
形
債
権
の

確
定
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
L

判
例
評
論
二
三
九
号
一
四
頁
、
近
藤
光
男
「
手
形
の
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
|
|
手
形
授
受
の
当
事
者
聞
に
お

い
て
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
よ
り
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場
合
」
法
学
協
会
雑
誌
九
六
巻
九
号
一
三
七
頁
、
前
田
庸
「
手
形
債
権
の
確
定
と

原
因
債
権
に
つ
い
て
の
消
滅
時
効
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
九

O
号
二
二
一
頁
、
菅
野
昭
弘
「
手
形
債
権
の
確
定
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
」
立
教
大

学
大
学
院
法
学
研
究
2
九
一
頁
、
が
あ
る
。
し
か
し
、
手
形
訴
訟
に
お
い
て
専
ら
手
形
行
為
の
有
効
、
無
効
だ
け
が
争
わ
れ
、
手
形
判
決
が
確
定

論
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原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

し
た
場
合
、
何
ら
公
権
的
に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
原
因
債
権
に
つ
い
て
そ
の
消
滅
時
効
期
聞
が
伸
長
さ
れ
る
理
由
は
、
や
は
り
明
ら
か
で
な
い
。

(8)
昭
和
六
二
年
判
決
は
、
手
形
債
権
の
訴
提
起
に
、
原
因
債
権
に
つ
い
て
裁
判
上
の
請
求
(
民
一
四
九
条
)
に
準
ず
る
時
効
中
断
の
効
力
を
生
、
ず

る
と
す
る
。
拙
稿
註

(
6
)
七
O
頁
以
下
は
、
催
告
(
民
一
五
三
条
)
に
よ
る
中
断
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
。
な
お
、
時
効
中
断
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
篠
原
・
前
掲
註

(
5
)
ジ
ュ
リ
ス
ト
八

O
頁
以
下
参
照
。

手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴
の
提
起
に
よ
り
、
原
因
債
権
も
訴
訟
物
と
な
る
と
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
い
と
す
る
判
例
、
通
説
の
立
場

に
お
い
て
原
因
債
権
に
つ
い
て
裁
判
上
の
請
求
に
準
ず
る
時
効
中
断
の
効
力
を
認
め
る
の
は
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴

え
の
却
下
ま
た
は
取
下
げ
の
場
合
は
時
効
中
断
の
効
力
を
生
じ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
(
民
一
四
九
条
)
。
単
な
る
催
告
(
民
一
五
三
条
)
の
中
断
効

の
と
き
は
、
却
下
、
取
下
げ
の
と
き
に
も
、
六
カ
月
以
内
に
原
因
債
権
に
つ
い
て
裁
判
上
の
請
求
な
ど
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
断
効
を
存
続
さ

せ
う
る
。

(
9
)
昭
和
六
二
年
判
決
は
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
の
訴
え
の
提
起
が
原
因
債
権
の
時
効
を
中
断
す
る
と
し
た
下
級
審
判
例
(
大
阪
高
判
昭
和
五

0
・

一
一
了
一
九
判
例
時
報
七
八
八
号
五
五
頁
1

1
民
一
四
七
条
一
号
の
請
求
と
す
る

lll、
東
京
高
判
昭
和
五
二
・
七
・
二
七
下
民
集
二
八
巻
五

1
八

号
八
六
二
頁
)
を
肯
定
し
、
し
か
も
そ
れ
は
裁
判
上
の
請
求
(
民
一
四
九
条
)
に
準
ず
る
も
の
と
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
な
お
、
原
因
債
権
で

は
な
い
が
手
形
買
戻
請
求
権
に
つ
い
て
、
手
形
金
請
求
訴
訟
は
そ
の
消
滅
時
効
を
中
断
し
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
、
福
岡
高
判
昭
和
五
六
・
九
・

二
四
判
例
時
報
て

O
三
四
号
二
一
五
頁
。

承
認
(
民
一
四
七
条
三
号
)
に
関
し
て
、
手
形
債
務
の
承
認
は
原
因
債
務
の
承
認
に
あ
た
る
と
す
る
判
例
が
あ
る
。
横
浜
地
決
昭
和
三
五
・
了

二
二
下
民
集
一
一
巻
一
号
八

O
頁
、
東
京
高
判
昭
和
三
六
二
一
・
二
七
下
民
集
一
二
巻
二
号
三
八
一
頁
。
手
形
債
権
に
基
づ
く
差
押
、
仮
差
押
(
民

一
四
七
条
三
号
)
に
つ
い
て
は
、
原
因
債
権
の
時
効
を
中
断
し
な
い
と
す
る
判
例
が
あ
る
(
大
阪
高
判
昭
和
四
五
・
ニ
・
二
五
下
民
集
二
一
巻
了

二
号
三
四
七
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
六
・
一
一
・
二
七
判
例
時
報
六
七
三
号
五
三
頁
、
名
古
屋
高
判
昭
和
五
一
・
一

0
・
二
八
判
例
時
報
八
四
八

号
八
二
頁
)
。

(
叩
)
既
に
、
木
内
宣
彦
「
手
形
の
原
因
関
係
と
手
形
抗
弁
(
本
論
一
)
」
法
学
新
報
八

O
巻
一
一
一
号
一
一
頁
以
下
の
主
張
に
か
か
る
。
同
・
手
形
法
・

小
切
手
法
(
企
業
法
学

m)
第
二
版
二
八
七
頁
。

(
日
)
∞
窓
口

σ目
ω可
g
n
当
巾
円
宮
市
一
想
的
巾

F

5
・
〉
E
b
-
-
k
r
p
H
吋
〉
ロ

5
・
ω∞
P
S
U
E
S
E・
4々。
n
y
m
m
Z
E
F
Z
n
w
B
n
y
F
ω
-
N唱
。
一
小
山
片

E
5・

巧
巾

ny凹巾
Z
n
F
F
E・
〉
口
問
-
J

〉
ユ
-
同
吋
〉
ロ
ヨ
・
念
仏
一
切
さ

s
g
n
y
'国
民
25my--4司
2
Z
m
-唱団
2
N
Z
E
r
z
n
w
m巾田
2
N・
Z
・
〉
己
同
]
よ
さ
同
州
門
凶
ロ
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説

f
出

g
n
F
P
E司
2
・
0
白
印
刷
耐
巾
門
町
二
四
円
当

Eua-巾
5
・
ロ
・
〉
丘
一
一
-
呂
町
・

(
ロ
)
近
藤
・
前
掲
註

(
7
)

一
一
六
頁
、
谷
川
・
前
掲
註

(
7
)

一
四
ニ
頁
、
島
十
四
郎
「
手
形
債
権
の
行
使
と
原
因
債
権
の
時
効
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

手
形
小
切
手
判
例
百
選
(
第
三
版
)
一
一
一
一
頁
。

(
日
)
山
崎
・
前
掲
註

(
7
)
二
八
頁
、
東
候
敬
「
手
形
授
受
の
当
事
者
間
に
お
い
て
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
よ
り
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場
合

と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
」
法
曹
時
報
三
三
巻
一

O
号
一
八

O
頁
。
山
崎
・
同
所
二
八
頁
は
、
手
形
お
よ
び
原
因
債
権
の
債
務
者
の
意
思
は
、
両

債
権
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
存
続
す
る
限
り
支
払
に
応
ず
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
合
理
的
で
、
債
務
者
の
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
の
抗
弁
は
信
義

則
に
反
し
あ
る
い
は
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
な
い
、
と
い
う
法
律
構
成
を
提
唱
さ
れ
る
。
信
義
則
違
反
、
権
利
濫
用
で
一
律
に
許
さ
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
一
般
条
項
に
依
ら
ず
に
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
一
般
に
人
的
抗
弁
と
な
ら
な
い
と
い
う
理
論
構
成
を
探
る
こ
と
の
必

要
性
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
M
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
約
束
手
形
の
裏
書
人
が
振
出
人
の
手
形
金
支
払
義
務
の
時
効
に
よ
る
消
滅
に
伴
い
自
己
の
所
持
人
に
対
す
る
償

選
義
務
も
消
滅
し
た
と
し
て
そ
の
履
行
を
免
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
民
商
法
雑
誌
八
九
巻
一
号
七

五
頁
以
下
参
照
。

{
日
)
文
脈
は
異
な
る
が
、
昭
和
六
二
年
判
決
に
お
け
る
島
谷
裁
判
官
の
意
見
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

(日
)
A
が
無
資
力
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

B
の
D
に
対
す
る
受
一
戻
権
(
手
五

O
条
一
項
)
の
行
使
を
要
求
す
る
の
は
非
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
手

形
を
所
持
し
て
い
な
く
と
も
原
因
債
権
に
つ
い
て
の
訴
え
の
提
起
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
に
債
務
者
が
手
形
と
引
換
え
に
と
い
う
同
時
履
行
の

抗
弁
を
提
出
し
た
と
き
は
、
交
換
給
付
の
判
決
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
る
が
(
大
判
昭
和
一
三
・
一
一
・
一
九
新
聞
四
三
四
九

号一

O
頁
、
最
判
昭
和
三
三
・
六
・
三
民
集
一
二
巻
九
号
一
、
二
八
七
頁
、
最
判
昭
和
三
五
・
七
・
八
民
集
一
四
巻
九
号
て
七
二

O
頁
、
最
判

昭
和
四

0
・
八
・
二
四
民
集
一
九
巻
六
号
て
四
三
五
頁
)
、
原
因
債
権
の
時
効
中
断
の
た
め
に
こ
れ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

論

手
形
授
受
の
当
事
者
間
に
お
け
る
原
因
債
権
の
壊
疲
と
人
的
抗
弁

(イ)

こ
こ
で
は
、
直
接
の
当
事
者
間
で
手
形
授
受
の
原
因
と
な
っ
た
債
権
が
、
た
と
え
ば
不
存
在
で
あ
っ
た
り
、
初
め
か
ら
無
効
で
あ
っ

北法38(5-6・II.320) 1670 



原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

た
り
、
取
消
に
よ
り
無
効
と
な
っ
た
り
、
解
除
に
よ
り
消
滅
し
た
り
、
手
形
と
は
別
途
に
弁
済
さ
れ
て
消
滅
す
る
こ
と
を
、
用
語
の
適
切
さ

の
問
題
は
あ
る
が
、
一
応
原
因
債
権
の
暇
庇
と
呼
び
、
こ
の
回
収
庇
が
あ
る
と
き
に
、
債
権
者
の
手
形
債
権
行
使
に
対
す
る
債
務
者
の
人
的
抗

弁
を
ど
う
法
律
構
成
す
べ
き
か
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
人
的
抗
弁
の
法
律
構
成
は
、
手
形
が
原
因
債
権
の
支
払
の
た
め
に
授

受
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
ず
、
支
払
に
代
え
て
授
受
さ
れ
た
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
こ
の
よ
う
な
原
因
債
権
の
暇
庇
に
限
る
の
は
、
原
因
関
係

の
当
事
者
間
の
人
的
抗
弁
に
は
、
た
と
え
ば
融
通
手
形
の
抗
弁
や
見
せ
手
形
の
抗
弁
な
ど
の
手
形
債
権
の
利
用
方
法
に
関
す
る
合
意
に
基
づ

く
抗
弁
や
相
殺
の
抗
弁
な
ど
、
原
因
債
権
そ
の
も
の
と
は
関
連
し
な
い
抗
弁
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
除
く
趣
旨
で
あ
る
。

手
形
債
権
・
債
務
は
原
因
債
権
・
債
務
と
は
別
個
独
立
の
債
権
・
債
務
か
つ
無
因
(
な
い
し
抽
象
的
)
債
権
・
債
務
で
あ
り
、
手
形
授
受

の
当
事
者
間
で
あ
っ
て
も
、
債
権
者
は
原
因
債
権
を
主
張
、
立
証
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
に
手
形
債
権
を
行
使
で
き
、
債
務
者
は
原
因
債
権
の

璃
庇
を
主
張
、
立
証
し
た
と
き
に
手
形
債
務
の
支
払
を
拒
絶
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
ほ
ぼ
異
論
な
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

〉つノ。
た
だ
し
、
最
上
級
審
の
判
例
の
な
か
に
は
、
原
因
関
係
が
強
行
法
違
反
、
公
序
良
俗
違
反
で
無
効
で
あ
る
と
き
、
原
因
関
係
上
手
形
債
権

の
発
生
、
行
使
に
つ
き
特
約
が
あ
る
と
き
に
、
原
因
関
係
の
違
法
、
不
法
あ
る
い
は
特
約
が
手
形
債
権
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
手
形

債
権
は
無
効
と
な
り
ま
た
は
発
生
し
な
い
と
い
う
い
わ
ば
有
国
的
に
手
形
債
権
が
生
じ
る
よ
う
な
表
現
の
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
原
因
関
係

が
強
行
法
規
違
反
、
公
序
良
俗
違
反
で
あ
る
と
き
は
手
形
行
為
(
裏
書
)
そ
の
も
の
が
無
効
で
あ
っ
て
、
手
形
所
持
人
は
手
形
授
受
の
相
手

方
以
外
の
手
形
債
務
者
に
対
し
て
も
請
求
で
き
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
手
形
行
為
の
無
因
性
(
抽
象
性
)
、
手
形
債
権
・
債
務
の
無
因
性

(
抽
象
性
)
を
一
般
的
に
承
認
す
る
と
、
こ
れ
ら
判
例
の
位
置
づ
け
な
い
し
評
価
は
問
題
と
な
り
え
よ
う
。
筆
者
は
、
手
形
債
権
の
発
生
を

特
約
に
か
か
ら
し
め
た
判
例
は
別
と
し
て
、
手
形
の
無
因
性
、
抽
象
性
は
手
形
取
引
の
た
め
の
一
つ
の
法
技
術
で
あ
る
か
ら
、
原
因
か
ら
の

抽
象
の
程
度
は
法
秩
序
全
体
の
見
地
か
ら
は
問
題
に
な
り
、
原
因
関
係
な
い
し
原
因
債
権
・
債
務
が
公
序
良
俗
違
反
ま
た
は
強
行
法
規
違
反

北法38(5-6・II・321)1671 



説

の
と
き
に
は
抽
象
さ
れ
な
い
、
換
言
す
れ
ば
原
因
の
そ
の
よ
う
な
違
法
は
捨
象
し
え
な
い
、
と
考
え
た
い
。
こ
の
点
を
ど
う
考
え
る
に
せ
よ
、

手
形
授
受
の
当
事
者
聞
で
手
形
に
よ
り
請
求
を
受
け
た
者
は
、
原
因
債
権
の
無
効
そ
の
他
の
原
因
債
権
の
暇
庇
を
理
由
に
手
形
金
の
請
求
を

論

拒
め
る
と
い
う
結
論
自
体
は
動
か
な
い
。

同
原
因
債
権
に
親
庇
が
あ
る
と
き
、
手
形
債
権
行
使
に
対
し
て
人
的
抗
弁
と
な
し
得
る
こ
と
の
理
論
構
成
と
し
て
、

に
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

わ
が
国
で
は
一
般

「
要
す
る
に
手
形
の
抽
象
性
の
主
張
の
必
要
は
手
形
が
第
三
者
聞
に
転
醸
す
る
場
合
に
胎
て
で
あ
る
。
手
形
授
受
の
直
接
の
当
事
者
間
に
訟

で
は
手
形
債
務
の
手
段
性
が
充
分
認
識
せ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
手
形
は
無
よ
り
有
を
生
ぜ
し
む
る
結
果
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
手

形
債
務
の
抽
象
性
を
直
接
当
事
者
聞
に
於
て
も
貫
徹
す
る
と
き
は
仮
令
原
因
の
欠
敏
文
は
違
法
あ
る
場
合
、
又
は
上
述
の
融
通
手
形
の
如
き

場
合
に
胎
て
も
、
実
質
上
債
務
を
負
担
せ
ず
而
も
手
形
面
に
胎
て
債
務
者
た
る
者
は
直
接
の
相
手
方
に
対
し
手
形
に
基
づ
く
支
払
を
為
す
を

要
し
、
市
し
て
其
の
支
払
後
に
於
て
始
め
て
原
因
の
欠
挟
又
は
違
法
其
の
他
を
理
由
と
し
て
支
払
ひ
た
る
金
額
の
取
戻
を
請
求
す
る
こ
と
を

得
る
に
止
ま
る
。
然
し
な
が
ら
斯
く
の
知
き
は
手
形
の
本
来
の
目
的
が
手
段
に
存
す
る
こ
と
を
無
視
し
本
末
顛
倒
に
陥
る
も
の
で
あ
り
、
菅

に
支
払
及
び
取
戻
の
二
重
の
手
続
を
践
む
の
煩
累
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
手
形
を
違
法
の
目
的
の
為
め
の
手
段
と
し
て
濫
用
す
る
の
弊
を
助
長

す
る
の
で
あ
る
。
是
に
訟
で
か
法
は
手
形
の
独
立
の
存
在
と
其
の
手
段
性
と
の
調
和
の
法
律
技
術
的
考
慮
か
ら
手
形
債
務
者
に
直
接
の
相
手

方
た
る
請
求
者
に
対
す
る
人
的
抗
弁
を
認
め
、
相
手
方
の
手
形
上
の
権
利
は
認
め
な
が
ら
手
形
金
額
の
支
払
文
は
償
還
を
拒
絶
す
る
こ
と
を

得
せ
し
め
、
以
て
無
原
因
な
る
手
形
上
の
権
利
の
行
使
を
為
す
を
得
ざ
ら
し
め
て
居
る
の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
手
形
の
目
的
の
た
め
の
手
段

性
と
、
支
払
っ
た
後
に
不
当
利
得
と
し
て
返
還
請
求
す
る
と
い
う
二
重
手
間
の
回
避
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
を
強
調
し
て
次
の
よ
う
に

も
い
わ
れ
る
。
「
直
接
当
事
者
間
で
は
そ
の
経
済
目
的
を
な
す
原
因
関
係
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
認
め
な
け
れ
ば
、
一

た
ん
手
形
の
支
払
を
な
し
た
後
再
び
不
当
利
得
で
そ
れ
を
取
戻
す
と
い
う
よ
う
な
二
重
の
手
続
を
と
る
こ
と
と
な
り
、
面
倒
で
あ
る
ば
か
り
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原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

か
、
濫
用
の
危
険
(
例
え
ば
違
法
行
為
に
よ
る
債
権
実
現
の
た
め
手
形
を
利
用
す
る
ご
と
し
)
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

手
形
の
手
段
性
は
昭
和
五
三
年
判
決
、
昭
和
六
二
年
判
決
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
形
の
「
手
段
性
」
と
い

う
こ
と
が
法
律
構
成
と
し
て
適
切
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
法
で
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
は
人
的
抗
弁
と
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
が
(
ニ
註
(
日
)
)
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
が
債
務
者
に
原
因
債
務
の
履
行
拒
絶
権
を
与
え
る
(
山
N
N
N
〉

g-

H

回
の
切
)
だ
げ
だ
か
ら
と
し
て
も
、
右
に
い
う
手
形
の
「
手
段
性
」
を
持
ち
出
せ
ば
、
何
故
に
目
的
U
本
体
で
あ
る
原
因
債
務
の
履
行
を
拒

め
る
の
に
、
手
段
で
あ
る
手
形
債
務
の
履
行
を
拒
め
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
ぶ
つ
か
る
。
ま
た
極
論
す
れ
ば
、
手
段
が
な
く
な
っ
た
な

ら
、
目
的
N
本
体
の
実
現
の
し
ょ
う
も
な
い
と
も
い
え
そ
う
で
、
た
と
え
ば
、
手
形
債
権
に
つ
き
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
ら
、
原
因
債
権
も

行
使
し
え
な
い
、
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
が
、
我
が
国
で
は
こ
の
よ
う
な
極
論
は
聞
か
な
い
。

二
重
手
聞
を
省
く
意
味
で
の
不
当
利
得
の
抗
弁
だ
と
い
う
の
で
は
、
手
形
の
流
通
期
間
中
に
た
と
え
ば
取
消
、
解
除
、
別
途
弁
済
な
ど
の

原
因
債
権
の
無
効
・
消
滅
が
あ
っ
た
場
合
に
、
手
形
債
務
者
の
手
形
の
返
還
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
事
由
が
発
生
し
た
後
に
原
因
債
権
者
が
手
形
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
防
ぐ
実
体
法
上
の
手
段
は
な
く
、
そ
の
譲
渡
が
な
さ
れ
て
し

ま
え
ば
、
第
三
者
に
害
意
が
な
い
以
上
(
手
一
七
条
)
こ
の
者
へ
の
支
払
は
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

右
に
述
べ
た
人
的
抗
弁
の
基
礎
づ
け
は
、
法
的
構
成
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
原
因
債
権
に
暇
庇
あ
る
と
き
に
手
形
債
務
者
が
直
接
の
相
手

方
に
対
し
て
支
払
を
拒
絶
で
き
る
実
質
的
理
由
を
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

川
無
因
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
何
か
か
ら
抽
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

出
揖

(
N
Z
4
5
邑
gm)
の
受
領
者
、
す
な
わ
ち
他
人
か
ら
財
産
上
の
利
益
を
受
け
る
者
が
、
そ
の
出
摘
を
法
的
に
保
持
し
て
よ
い
た
め
に

は
法
律
上
の
原
因
が
必
要
で
あ
り
、
法
律
上
の
原
因
を
欠
け
ば
、
受
領
者
は
不
当
利
得
(
民
七

O
三
条
)

い
。
受
け
る
財
産
上
の
利
益
は
、
所
有
権
、
抵
当
権
な
ど
に
限
ら
ず
債
権
で
も
よ
い

と
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
〈
閃
]
・
ム
∞
H
N

〉
冨
-
N

切
の
切
)
。
出
掲
行
為
が
有
国
で
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説

あ
る
と
き
は
、
出
掲
の
受
領
者
は
専
ら
そ
の
原
因
の
存
在
(
無
効
、
消
滅
し
て
い
な
い
こ
と
)
に
依
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
売
買
の
買
主
の

目
的
物
の
保
持
は
、
売
買
契
約
か
ら
生
ず
る
買
主
の
債
権
に
依
存
す
る
。
売
買
が
無
効
で
あ
り
あ
る
い
は
取
消
や
解
除
に
な
れ
ば
、
買
主
は

目
的
物
を
保
持
す
る
原
因
を
欠
く
(
売
主
側
が
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
行
使
す
べ
き
か
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
を
行
使
す
べ
き

か
は
、
周
知
の
よ
う
に
わ
が
国
で
論
争
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
)
。
出
掲
行
為
が
無
因
と
さ
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
原
因
か
ら
抽
象
さ
れ
て
い

る
と
き
は
、
原
因
が
無
効
で
あ
り
あ
る
い
は
消
滅
し
て
も
、
出
掃
の
受
領
者
は
な
お
出
掲
行
為
に
よ
る
権
利
者
で
あ
る
が
(
た
と
え
ば
所
有

権
者
、
抵
当
権
者
、
債
権
者
)
、
出
掴
の
受
額
者
は
、
出
捕
者
(
正
確
に
い
え
ば
、
受
領
者
に
法
的
原
因
を
与
え
て
い
る
者
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
三
角
関
係
に
お
け
る
不
当
利
得
問
題
を
想
起
さ
れ
た
い
)
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
出
揖
を
保
持
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち

そ
の
聞
に
法
的
原
因
を
欠
き
、
出
掲
者
(
法
的
原
因
を
与
え
た
者
)
に
対
し
て
受
領
し
た
権
利
を
不
当
利
得
と
し
て
返
還
す
る
債
務
を
負
う

こ
と
に
な
る
。

論

手
形
債
務
負
担
行
為
や
手
形
債
権
移
転
行
為
が
無
因
で
あ
る
と
す
る
と
き
に
、
手
形
授
受
の
直
接
の
当
事
者
間
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
原
因

債
権
に
無
効
、
消
滅
な
ど
の
回
収
庇
が
あ
る
と
き
は
、
手
形
の
受
領
者
は
手
形
上
の
権
利
者
で
は
あ
る
が
そ
れ
を
保
持
す
る
原
因
を
欠
き
、
手

形
債
権
を
不
当
利
得
し
て
お
り
手
形
の
返
還
義
務
を
負
う
。
す
な
わ
ち
無
因
の
手
形
債
権
自
体
を
不
当
利
得
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
法
律
構
成
に
よ
れ
ば
、
原
因
債
権
に
回
収
班
あ
る
場
合
に
、
手
形
債
務
者
に
手
形
自
体
の
返
還
請
求
権
を
基
礎
づ
け
、
同
に
述

べ
た
二
重
手
聞
を
省
略
す
る
意
味
で
の
不
当
利
得
と
い
う
構
成
の
弱
点
は
生
じ
な
い
。
手
形
債
務
者
に
手
形
の
返
還
を
受
け
る
必
要
性
が
な

い
な
ら
ば
(
流
通
期
間
経
過
後
の
主
た
る
義
務
者
な
ど
て
手
形
の
表
章
す
る
も
の
は
債
権
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
履
行
を
拒
絶
す
れ
ば
手
形
返

還
と
同
じ
経
済
的
効
果
を
も
た
ら
す
。
法
律
上
の
原
因
な
く
し
て
義
務
を
負
担
し
た
者
は
そ
の
義
務
の
履
行
を
拒
絶
で
き
る
と
い
う
不
当
利

得
の
抗
弁
権
を
定
め
る
法
制
が
あ
る
が
(
西
ド
イ
ツ
。
間
∞
N
H

∞
の
切
)
、
明
文
の
規
定
が
な
い
わ
が
国
で
も
、
あ
る
給
付
を
請
求
す
る
と
い
う

債
権
の
性
質
上
、
不
当
利
得
の
抗
弁
権
は
承
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
出
掲
行
為
を
無
因
と
す
る
こ
と
と
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
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は
必
然
的
な
相
関
物
(
ロ
2
4
2ロ
島
常
一
同
2
5
-
R
)
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
原
因
債
権
の
鞍
庇
に
基
因
す
る
人
的
抗
弁
を
同
の
よ
う
に
、
特
に
手
形
は
原
因
債
権
と
い
う
目
的
な
い
し
本
体
に
対
す
手
段
で
あ
る

と
構
成
す
る
と
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
、
授
受
の
当
事
者
間
で
の
人
的
抗
弁
と
な
る
と
い
う
結
論
は
た
易
く
導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

昭
和
四
三
年
判
決
と
同
旨
を
唱
く
学
説
が
あ
り
、
同
判
決
の
研
究
に
お
い
て
も
、
学
説
上
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
、
格
別
の
問
題
を
含
ん
で
い

原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
一
般
に
債
権
が
時
効
消
滅
し
た
後
に
、
債
権
者
が
当
該
債
権
の
弁
済
と
し
て
給
付
を
受
領
し
た
場
合
、
受
領
し
た
も
の
が
そ
の
不
当

利
得
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
全
の
時
点
を
考
え
る
と
、
原
因

債
務
の
支
払
の
た
め
に
手
形
を
受
領
し
て
い
た
者
は
、
原
因
債
権
の
弁
済
の
た
め
に
手
形
債
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
体
法
に
基

づ
く
財
産
移
動
(
手
形
債
権
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
)
を
不
当
利
得
法
に
よ
っ
て
調
整
す
べ
き
よ
う
な
利
得
を
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

そ
れ
は
一
般
債
権
の
時
効
消
滅
後
に
他
の
債
権
を
代
物
弁
済
と
し
て
取
得
し
た
と
き
や
更
改
契
約
を
締
結
し
た
の
と
何
等
異
な
る
と
こ
ろ
が

な
い
。
原
因
債
権
に
璃
庇
あ
る
と
き
の
手
形
債
務
者
の
人
的
抗
弁
の
基
礎
づ
け
を
、
無
因
の
手
形
債
権
を
不
当
利
得
し
て
い
る
と
構
成
す
る

と
き
は
(
付
)
、
債
権
者
は
手
形
の
返
還
を
要
す
る
べ
く
不
当
利
得
し
て
い
る
と
か
、
そ
れ
故
に
手
形
金
の
請
求
を
拒
ま
れ
る
べ
き
だ
と
は
い

え
な
い
。
昭
和
六
二
年
判
決
の
島
谷
裁
判
官
意
見
が
、
「
し
か
も
、
時
効
に
よ
る
権
利
消
滅
の
効
果
は
、
時
効
期
間
の
経
過
と
と
も
に
確
定
的

に
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
時
効
が
援
用
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
確
定
的
に
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
(
最
高
裁
昭
和
五
九
年
同
第
一
一
一
一

号
同
六
一
年
三
月
一
七
日
第
二
小
法
延
判
決
・
民
集
四

O
巻
二
号
四
二

O
頁
参
照
)
L

と
さ
れ
る
の
は
、
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
を
支
持
す
る
意

味
を
も
っ
と
い
え
よ
う
か
。
さ
ら
に
、
民
法
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
債
権
で
あ
っ
て
も
そ
の
消
滅
以
前
に
相
殺
適
状
に
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
債
権
で
も
っ
て
相
殺
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
(
民
五

O
八
条
)
、
時
効
消
滅
し
た
債
権
に
つ
い
て
、
一
定
の
場
合
、
そ
の
内
容

に
あ
た
る
も
の
を
積
極
的
に
確
保
し
た
と
し
て
も
不
当
利
得
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

な
い
、
反
対
意
見
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
、
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説

原
因
債
権
が
時
効
に
躍
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
原
因
債
権
を
、
た
と
え
ば
訴
を
提
起
し
ま
た
は
原
因
債
権
の
み
を
担
保
す
る
担
保
権

を
実
行
し
あ
る
い
は
そ
れ
の
み
を
担
保
す
る
保
証
人
に
保
証
債
務
の
履
行
を
求
め
る
な
ど
、
積
極
的
に
行
使
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
る
。
別
個
独
立
の
手
形
債
権
の
消
滅
事
由
(
民
四
七
四
条

1
五
二

O
条
)
は
何
ら
生
じ
て
い
な
い
。
原
因
債

権
が
弁
済
等
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
と
同
様
に
、
債
権
者
が
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
後
に
手
形
債
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
お
よ
び
手
形

債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
債
権
者
の
不
当
利
得
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
手
形
債
務
者
に
不
得
利
得
の
人
的
抗
弁
は
基
礎
づ
け

ら
れ
な
い
。

論

も
っ
と
も
、
原
因
債
権
に
関
す
る
当
事
者
間
の
人
的
抗
弁
は
不
当
利
得
の
抗
弁
に
限
ら
れ
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
原
因

関
係
を
な
す
契
約
上
で
同
時
履
行
の
抗
弁
権
(
民
五
三
三
条
)
が
生
じ
て
い
る
と
き
、
こ
れ
を
手
形
債
権
の
行
使
に
対
し
て
抗
弁
と
で
き
る

か
峨
そ
の
基
礎
づ
け
、
法
律
構
成
に
問
題
も
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
で
も
問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
あ

M
r
債
権
者
は
反
対
給
付
の
義
務
を
負
っ

て
い
る
の
で
、
手
形
債
権
を
有
す
る
こ
と
あ
る
い
は
そ
の
支
払
い
を
受
け
て
も
不
当
利
得
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
不
当
利
得
の
抗
弁

が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
手
形
債
権
の
行
使
を
直
ち
に
認
め
る
の
は
信
義
誠
実
に
反
す
る
、
あ
る
い
は
権
利
の
濫
用
と
い
え

る
と
い
う
よ
う
な
、
原
因
関
係
当
事
者
を
支
配
す
る
よ
り
高
次
の
積
極
的
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
な
ら
ば
、
人
的
抗
弁
を
許
容
し
て
よ
い
で
あ

ろ〉つ。手
形
交
付
の
際
に
当
事
者
は
両
債
権
の
時
効
期
間
を
考
え
て
授
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
債
権
者
は
手
形
債
権
を
行
使

す
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
後
に
手
形
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
、
原
因

関
係
の
当
事
者
間
に
あ
っ
て
信
義
誠
実
の
原
則
に
反
す
る
と
か
、
権
利
の
濫
用
に
な
る
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
高
裁
は
、
債
務
者
が

消
滅
時
効
完
成
後
に
債
権
者
に
対
し
当
該
債
務
の
承
認
を
し
た
場
合
に
は
、
時
効
完
成
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
そ
の
後
そ
の

時
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
に
照
ら
し
、
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
見
て
も
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
時
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に
手
形
債
務
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
が
承
認
と
見
う
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
何
ら
権
利
者
の
側
に
信
義
則
違
反
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

む
し
ろ
原
因
債
権
の
時
効
(
特
に
短
期
時
効
)
を
援
用
す
る
債
務
者
の
側
に
こ
そ
信
義
則
違
反
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
他
に
、

手
形
債
務
者
に
人
的
抗
弁
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
理
由
を
見
出
せ
な
い
。

ω
門
同
お
よ
び
闘
は
、
原
因
債
権
の
「
支
払
の
た
め
に
」
手
形
を
授
受
し
た
場
合
で
あ
る
が
、
原
因
債
権
の
「
担
保
の
た
め
に
」
授
受
し

た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

わ
が
国
で
は
、

原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

一
般
に
担
保
に
は
被
担
保
債
権
へ
の
附
従
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
手
形
授
受
の
原
因
と
な
っ
た
被
担

保
債
権
が
時
効
消
滅
し
た
と
き
は
、
当
事
者
間
で
は
支
払
拒
絶
の
人
的
抗
弁
と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
譲
渡
担
保
一
般
の
問
題
と
し
て
、

A
債
権
の
担
保
の
た
め
に
別
の

B
債
権
を
譲
渡
担
保
に
供
し
た
場
合
、
被
担
保
債
権
A
が
先
に

時
効
消
滅
し
た
と
き
、
被
担
保
債
権
A
の
債
務
者
は
譲
渡
担
保
に
供
し
た

B
債
権
の
返
還
を
求
め
得
る
か
、
譲
渡
担
保
に
供
さ
れ
た
債
権
B

の
債
務
者
は
担
保
の
附
従
性
を
主
張
し
て
担
保
権
者

(
A
債
権
の
債
権
者
)
に
よ
る
請
求
を
拒
み
得
る
か
、
は
一
つ
の
問
題
で
は
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
の
解
答
次
第
で
は
、
手
形
が
「
担
保
の
た
め
に
」
授
受
さ
れ
た
場
合
(
特
に
裏
書
を
受
け
た
場
合
)
の
、
原
因
た
る
被
担
保
債
権

の
時
効
消
滅
の
人
的
抗
弁
の
成
立
に
つ
い
て
の
結
論
も
変
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
か
。

(
口
)
た
だ
し
、
安
達
三
季
生
「
新
白
地
手
形
法
論
(
三
・
完
)
」
法
学
志
林
七
四
巻
一
号
一

O
七
頁
以
下
は
、
直
接
の
当
事
者
聞
に
は
原
因
関
係
上
の

債
務
の
み
が
存
在
す
る
、
と
さ
れ
る
。
手
塚
尚
男
「
為
替
手
形
の
資
金
関
係
上
の
当
事
者
で
あ
る
手
形
当
事
者
聞
に
お
い
て
、
仮
執
行
宣
言
付
支

払
命
令
に
よ
り
引
受
に
基
づ
く
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場
合
と
資
金
関
係
上
の
債
権
の
消
滅
時
効
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
七

O
号
四
五
頁
も
、
こ
れ

に
近
い
立
場
と
い
え
よ
う
か
。

(
四
)
大
判
明
治
三
七
・
五
・
一
七
民
録
一

O
輯
七
O
一
頁
、
大
判
大
正
九
・
三
・
一

O
民
録
二
六
輯
三

O
一頁

引)。

(
共
に
取
引
所
外
に
お
け
る
定
期
取
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説

(
m
w
)

大
判
大
正
五
・
一
・
二
六
新
聞
て
一
一
五
号
三
二
頁
、
大
判
昭
和
三
・
四
・
一
四
民
集
七
巻
二
六
九
頁
。

(
初
)
大
判
大
正
一
一
・
二
一
・
二
八
新
聞
二
、

O
八
四
号
二
一
頁
(
賭
博
債
務
)
、
大
判
昭
和
六
・
四
・
二
三
評
論
二

O
巻
諸
法
三
二
六
頁
、
最
判
昭

和
四
四
・
三
・
二
七
民
集
二
三
巻
三
号
六

O
一
頁
(
共
に
信
託
法
一
一
条
違
反
の
訴
訟
信
託
)
。

(
幻
)
拙
稿
「
原
因
関
係
と
人
的
抗
弁
」
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
一
八
号
四
八
頁
以
下
参
照
。

(
詑
)
田
中
耕
太
郎
・
手
形
法
小
切
手
法
概
論
一
二
九
頁
以
下
。
一
八
一
頁
以
下
に
も
同
旨
。

(
幻
)
鈴
木
竹
雄
・
手
形
法
・
小
切
手
法
(
法
律
学
全
集
)
二
二

O
頁
。
同
旨
、
松
本
恭
治
・
手
形
法
完
第
五
版
三
二
頁
以
下
、
石
井
照
久
著
l
鴻

常
夫
増
補
・
手
形
法
小
切
手
法
商
法
W
一
三
八
頁
以
下
、
小
橋
一
郎
・
手
形
行
為
論
ニ
七

O
頁
、
高
窪
利
一
・
現
代
手
形
・
小
切
手
法
二
七
七
頁
。

(
μ
)
E
g
z
-
国・出・
0

・
(
註
(
日
)
)
・

ω-NS
も
ち
ろ
ん
理
由
は
異
な
り
、
手
形
債
権
な
ど
の
短
期
消
滅
時
効
は
弁
済
の
一
定
の
推
定
で
あ
り
、
手

形
債
権
の
弁
済
に
よ
り
原
因
債
権
も
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

(
お
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
手
形
債
権
の
時
効
消
滅
後
は
原
因
債
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
が
、
通
説
判
例
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
え
よ
河
O
E
2・
F
B

巾同町巾宮門同巾
n
O
B
B
R
n
p
ロ
2
3・
お
同

(
却
)
上
柳
克
郎
「
手
形
の
無
因
性
に
つ
い
て
の
覚
書
」
会
社
法
・
手
形
法
論
集
三
八
八
頁
以
下
。

(
幻
)
升
本
重
夫
・
手
形
小
切
手
法
論
三
七
四
頁
。
木
内
・
前
掲
註
(
叩
)
手
形
法
・
小
切
法
二

O
九
頁
以
下
、
拙
稿
・
前
掲
註
(
幻
)
四
七
頁
。
上

柳
・
前
掲
三
八
六
頁
以
下
、
同
「
手
形
債
権
の
無
因
性
」
会
社
法
・
手
形
法
論
集
三
六
三
頁
以
下
参
照
。

(
犯
)
四
宮
和
夫
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
上
巻
(
現
代
法
律
学
全
集
)
一
二
四
頁
。

(却

)
E
Z
B
P
〉
]
広
巾
宮
町
一
口
句
、
H，m-}
門
ぽ
印

σロ
晶
巾
ユ
-ny巾
口
問
巾

n
v
F
N・
切
子

ω
・
〉
丘
一

-wω
・
5
吋・

〈
ぬ

-
-
F
5
2・
冨
巾
佳
円
5
・∞ロ円閃巾『
-
-
n
y
g
H
N
2
F
F
Z・
〉
三
--wω
・宮内・

フ
ラ
ン
ス
法
は
、
手
形
債
権
の
無
因
性
と
い
う
法
律
構
成
を
と
ら
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
の
著
書
は
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
無
因
性
を
承

認
す
る
と
き
は
そ
の
行
き
過
ぎ
を
修
正
す
る
た
め
に
、
手
形
外
の
不
当
利
得
の
理
論
に
訴
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
、
直
接
の
当
事
者

間
で
は
手
形
に
よ
る
請
求
を
拒
絶
す
る
た
め
に
、
不
当
利
得
法
に
基
づ
く
反
対
請
求
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て

い
る
。
田
宮
江
見
。
z
o
p
吋

E
E
m
m
-
m
g巾
巳
包
括
仏
巾
仏
吋
。
津
門
o
g
g
q
a丘一。巾円四・

Z
B巾
N唱え
ω
E
N申
wNO品目・

(
却
)
竹
田
省
・
手
形
法
・
小
切
手
法
四
六
負
、
大
野
寅
雄
「
振
出
人
と
受
取
人
と
の
関
係
」
手
形
法
・
小
切
法
講
座
2
一
二
八
頁
、
大
隅
健
一
郎

1

河
本
一
郎
・
注
釈
手
形
法
小
切
手
法
一

O
九
頁
、
服
部
栄
一
二
・
改
訂
版
手
形
・
小
切
手
法
一
二
四
頁
、
高
窪
利
一
・
手
形
・
小
切
手
法
適
論
三
六

論
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原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

三
頁
。

(
況
)
並
木
俊
守
「
原
因
債
務
の
時
効
消
滅
と
手
形
の
支
払
拒
絶
の
抗
弁
」
週
刊
金
融
商
事
判
例
二
ハ
一
号
ニ
頁
、
水
田
耕
一

滅
と
手
形
抗
弁
」
金
融
法
務
事
情
五
四
八
号
二
二
頁
。

(
M
M
)

こ
れ
を
前
提
と
す
る
と
き
は
、
本
文
同
に
述
べ
た
二
重
手
間
を
省
く
意
味
で
の
不
当
利
得
と
考
え
る
立
場
に
お
い
て
も
、
原
因
債
権
の
時
効
消

滅
は
人
的
抗
弁
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
お
)
肯
定
す
る
判
例
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
和
三
九
・
九
・
三

O
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
六
八
号
一
六
二
頁
。

(
訓
)
人
的
抗
弁
は
不
当
利
得
の
抗
弁
(
忽
∞
HN-
∞
NH
切
の
∞
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
因
債
務
に
附
着
す
る
留
置
権
の
抗
弁

(
Z
N叶
ω
w
N
2
切
の
切
)

契
約
が
履
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
抗
弁
(
訟

ωN0・
ωNN
∞
の
閃
)
で
は
不
可
と
す
る
判
例

S
E
U
0
5
2
σ
ロ円

m-z・
ロ
-
E
S
W
Z』
巧
吋
0・

2
3
の
見
解
は
切
の
戸

2
・

H
H
-
E吋
H
(
∞の
E
N
日
戸

N由
N)
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
抗
弁
が
あ
る
と
き
に
は
手
形
債
権
者
の
権
利
行
使

は
常
に
許
さ
れ
ざ
る
権
利
行
使
か
ど
う
か
の
判
断
は
別
と
し
て
、
当
該
事
案
で
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
破
棄
さ
れ
て
い
る
。

(お

)
E
g
z
-
釦・白・
0
・
(
註
(
日
)
)
・

ω・
N
S・

(
お
)
昭
和
六
二
年
判
決
の
島
谷
裁
判
官
は
、
手
形
授
受
の
当
事
者
聞
の
意
思
を
重
視
し
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
を
、
弁
済
に
よ
り
満
足
を
得

た
場
合
と
同
様
に
人
的
抗
弁
の
対
抗
を
許
す
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
形
式
論
に
す
ぎ
、
合
理
的
根
拠
に
欠
け
る
、
と
さ
れ
る
。

本
稿
は
、
手
形
債
権
の
無
因
性
を
承
認
し
た
と
き
の
、
原
因
債
権
の
穏
庇
あ
る
と
き
の
人
的
抗
弁
の
法
律
構
成
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
観

点
か
ら
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
人
的
抗
弁
と
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
手
形
債
権
の
無
因
性
を
否
定
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
原
因
債
権

に
関
し
て
手
形
が
授
受
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
は
「
支
払
に
代
え
て
」
か
「
支
払
の
た
め
に
」
か
「
担
保
の
た
め
に
か
」
は
当
事
者
の
合
理
的
意

思
に
よ
っ
て
決
め
ざ
る
を
え
ず
、
結
局
は
「
支
払
の
た
め
」
と
事
実
上
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
は
人
的
抗
弁
と
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
授
受
当
事
者
間
の
合
理
的
意
思
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

(
幻
)
最
大
判
最
判
四
一
・
四
・
二

O
民
集
二

O
巻
四
号
七

O
二
頁
。

(
お
)
山
崎
・
前
掲
註

(
7
)
二
八
頁
は
、
債
務
者
の
原
因
債
権
の
時
効
消
滅
の
抗
弁
は
信
義
則
に
反
し
あ
る
い
は
権
利
の
濫
用
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な

い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
抗
弁
が
成
立
す
る
と
し
て
も
、
信
義
則
違
反
や
権
利
濫
用
が
い
え
る
の
は
原
因
債
権
が
手
形
の
時
効
期
間
以
下
の

短
期
時
効
に
服
す
る
と
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
長
期
時
効
に
服
す
る
と
き
で
も
、
理
論
的
に
は
発
生
す
る
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
註
(
日
)
参
照
。

「
原
因
債
権
の
時
効
消
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説

四

お
わ
り
に

論

同
じ
原
因
債
権
の
消
滅
で
あ
っ
て
も
、
時
効
消
滅
は
人
的
抗
弁
と
な
ら
な
い
と
解
す
れ
ば
、
手
形
債
権
が
判
決
な
ど
で
確
定
さ
れ
た
と
き

は
原
因
債
権
の
時
効
期
間
も
確
定
の
と
き
か
ら
一

O
年
と
な
る
と
す
る
昭
和
五
三
年
判
決
、
手
形
債
権
に
つ
い
て
訴
え
の
提
起
が
あ
れ
ば
原

因
債
権
に
つ
い
て
も
裁
判
上
の
請
求
に
準
ず
る
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
と
す
る
昭
和
六
二
年
判
決
は
、
原
因
債
権
の
み
を
担
保
す
る
担

保
権
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
な
ど
は
別
と
し
て
、
こ
と
手
形
債
権
の
行
使
を
認
め
る
た
め
で
あ
れ
ば
不
要
な
判
例
理
論
で
は
あ
る
ま

B
V
A
U
 

西
ド
イ
ツ
で
は
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
が
人
的
抗
弁
と
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た

は
、
わ
が
民
法
が
時
効
に
よ
っ
て
債
権
が
消
滅
す
る
(
民
一
六
七
条
以
下
)
と
構
成
す
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
民
法
が
消
滅
時
効
の
完
成
に

よ
っ
て
債
務
者
に
履
行
拒
絶
権
を
与
え
る
と
構
成
し
、
そ
の
債
権
の
た
め
の
質
権
、
抵
当
権
は
債
権
の
時
効
完
成
後
も
実
行
で
き
る
と
す
る

こ
と
(
閉
山
N
N
N

間
切
の
切
)
に
起
因
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
原
因
債
権
の
無
効
、
消
滅
(
本
稿
で
い
う
原
因
債
権
の
暇
疲
)
が
あ
る
と
き
の
手

形
債
務
者
の
人
的
抗
弁
を
、
債
権
者
が
無
因
の
手
形
債
権
を
不
当
利
得
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
る
た
め
、
債
権
の
消
滅
時
効
完
成
の
法
律
構

成
と
あ
い
ま
っ
て
、
い
わ
ば
当
然
解
釈
と
し
て
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
わ
が
国
で
手
形
債
権
の
無
因
性
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
不
当
利

得
の
抗
弁
も
ま
た
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
が
民
法
は
時
効
の
完
成
に
よ
り
債
権
は
消
滅
す
る
と
構
成
す
る
た
め
に
、

そ
の
時
に
債
権
者
が
不
当
利
得
し
て
い
る
か
否
か
を
あ
ら
た
め
て
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
け
で
あ
る
。

手
形
授
受
の
当
事
者
の
合
理
的
意
思
は
、
「
支
払
に
代
え
て
」
で
は
な
く
「
支
払
の
た
め
に
し
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
原
因
債
権
が
短
期
消

滅
時
効
に
躍
る
と
き
に
(
理
論
的
に
は
、
五
年
、
一

O
年
の
時
効
期
間
で
も
あ
り
う
る
が
)
債
権
者
を
し
て
「
支
払
に
代
え
て
」
で
あ
れ
ば

(
註
(
日
)
)
。
そ
れ

よ
か
っ
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
解
釈
は
、
や
は
り
常
識
に
合
わ
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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(
却
)
民
法
三
九
六
条
。
な
お
、
最
判
昭
和
田
三
・
一

0
・
一
七
判
例
時
報
五
四

O
号
三
四
頁
、

二
頁
参
照
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
判
例
に
は
疑
問
を
も
つ
が
。

原因関係の時効消滅は人的手形抗弁となりうるか

最
判
昭
和
四
六
・
七
・
二
三
判
例
時
報
六
四
一
号
六
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Vo1. XXXVIU NO.5-6・11(1988) The Hokkaido Law Review 

Sol1 die Verjahrung der Grundforderung auch 

die persδnliche Einrede des 

Wechselschuldners gegen den Wechselinhaber begrunden? 

Ryuji OHTSUKA' 

N ach 99 167 Ads. 1ZG B u. s. w. erlischt die Forderung bei der V ollendung 
der Verj ahrungsfirst. 

Die herrshende Lehre und die Urteile des Oberstgerichts， die die Abstrakt. 

heit des Wechsels annehmen， es erkennen， das die Verjahrung der Grundforderung 

eine personliche Einrede des Wechsel.und Grundschuldners begrunden soll 

Aber wir mussen versuchen， ob der Wechsel叩 ldGrundglaubiger den 

Wechsel ungerechtfertig bereichert ist， weil die V orschriften uber die ungerecht. 

fertigte Bereicherung das notwendige Korrelat zu der Institution des abstrakten 

Zuwendungsgeschafts sind. 

Der Wechsel.und Grundglaubiger ist in keinem Weg den Wechsel ungerecht. 

fertigt bereichert， wenn die Grundforderung verjahrt 

1st der Wechsel.und Grundglaubiger bei der Verjahrung der Grund・

forderung den Wechsel nicht ungerechtfertig bereichert， soll der Wechselschuldner 

die Zahlung des Wechsels nicht verweigern. 

'Professor an der Universitat Hokkaido(Juristenfakultat) 
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